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加
賀
務
御
定
宮
容
六

一
、
九
拾
目
よ
り
七
拾
目
迄
上
中
下
見
計
、
此
内
を
以
可
相
定
。

但
、
江
戸
h
相
詩
候
共
、
先
年
と
遠
、
御
扶
持
方
茂
割
場
小
者
同

事
に
被
下
儀
に
付
、
増
銀
不
及
、
江
戸
b
蛍
座
蹄
に
候
は
w
h

五
匁
、

京
・
大
坂
h
者
三
匁
之
増
銀
た
る
べ
き
事
。

鑓

持

一
、
八
拾
目
よ
り
七
拾
目
迄
上
中
下
同
断

但
、
江
戸
其
外
他
国
詰
候
は

r
拾
匁
、
江
戸
b
蛍
座
蹄
に
候
は
w-h

五
匁
、
京
・
大
坂
b
者
，
三
匁
之
増
銀
た
る
べ
き
事
。
附
り
、
他
閣
諒
一

ヶ
年
に
浦
不
申
候
は
ピ
、
牟
年
に
五
匁
計
之
回
り
を
以
可
相
渡
事
。

捕

一
、
八
拾
目
よ
り
六
拾
目
迄

馬

是
よ
り
以
下
上
中
下
井
他
闘
詰
増

銀
右
同
断
。

一
、
・
薬
物
昇
小
者
之
儀
は
、
鑓
持
・
馬
捕
に
可
准
。

草
履
取

一
、
七
拾
目
よ
り
四
拾
五
匁
迄
.

平
小
者

一
、
六
拾
五
匁
よ
り
四
拾
五
匁
迄

あ
ら
し
と

七

一
、
四
拾
五
ぬ
よ
り
三
拾
目
迄

若
黛
或
先
供
等
之
者

一
、
百
二
拾
目
よ
り
盲
目
上
中
下
見
計
、
此
内
を
以
可
相
定
。

但
、
江
戸
其
外
他
圏
一
年
詩
仕
候
は

r
二
拾
目
、
蛍
座
蹄
井
京
・
大

坂
へ
は
拾
匁
之
増
銀
に
限
る
べ
き
事
。
附
り
、
他
国
詰
一
ヶ
年
に

浦
不
申
候
は
官
、
今
年
に
拾
匁
計
之
園
り
を
以
可
相
波
事
。

右
若
黛
紳
よ
り
綾
宜
敷
中
小
勝
杯
之
類
。

一
、
百
五
拾
目
よ
り
百
三
拾
目
迄

但
、
他
聞
詩
増
銀
等
之
儀
、
前
段
之
趣
に
准
相
膝
に
可
相
渡
事
。

一
、
は
し
た
者
等
之
給
銀
は
、
蛍
時
油
例
遊
楽
候
遜
た
る
事
。

但
、
是
以
彼
等
に
は
不
相
臆
程
之
給
銀
は
越
し
申
問
敷
事
。

し
ん
め
う
或
物
縫
等
之
類

年

中
一
、
七
拾
目
よ
り
五
拾
目
迄

右
は
男
女
一
季
居
渡
り
奉
公
人
之
俄
候
僚
、
賞
碁
は
右
半
給
銀
之
回

り
を
以
相
渡
可
申
事
。

一
、
蛍
春
給
銀
又
は
其
以
来
召
置
候
者
之
内
、
最
早
給
銀
相
渡
候
者

は
、
此
度
之
定
よ
り
遇
候
共
不
及
指
引
、
今
般
申
渡
之
宇
給
銀
相
渡

令
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